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広く環境・エネルギー分野で「グリー
ン証書」という発想は支持者も多く、
さまざまな証書が提案され、機能して
きた。実質的に国内版ＣＤＭの役割を
果たし、経済学的な観点からも正当化
できる仕組みも提案されており、今後
もさらに重要な役割を果たすはずであ
る。グリーン証書の大半は良心的で効
率的なものである。
しかし制度設計を誤ると、購入者の
善意を踏みにじる詐欺的な制度になり
かねない。今回はあえて、現実には存
在しない「悪い証書」の例を挙げた。
グリーン証書の設計・普及に携わる者
は、自分の関与するグリーン証書が以
下の性質を持っていないか自問してい
ただきたい。

（誰の利益になるのか）
仮想的に次の事例を考える。Ａ電力
は地域独占企業でこの地域で家庭用太
陽光発電の余剰電力を買い取る唯一の
事業者である。Ａ電力は規制によって
太陽光余剰電力の買取量をＢkWhにし
なければならない。Ｃ軒の家庭が太陽
光発電装置を導入しなければこの規制
をクリアできない。
環境意識の高いあるいは日照などの
条件のよりよい家庭から太陽光発電を
導入し、限界的な家庭（導入Ｃ軒目の
付近の平均的な家庭）では、耐用年数
の間に総計で３dkWh発電し、このうち

３分の１が余剰電力としてＡ電力に売
られる。電力料金は１kWh当たりｅ円、
余剰電力の買い取り価格はｆ円、導入
費用はｇ円、導入補助金はｈ円とする。
自家消費部分にはグリーン電力証書

が発行され、１kWh当たりｉ円で売却
できる。利子率（機会費用）はゼロと
する。この家庭の収支均等条件は
２ｄ（ｅ＋ｉ）＋ｄｆ＝ｇ－ｈ
となる。ｅは規制により自由に選べ

ないとし、Ａ電力が決められるのはｆ
（余剰電力買取価格）のみとする。Ａ
電力は規制を達成するにはこの収支均
等条件を満たすようｉを設定せざるを
得ない。ここでグリーン証書のない状
況、つまりｉ＝０から出発し、グリー
ン電力証書が導入され、ｉ＝１となっ
たとしよう。このときＡ電力はｆを２
円下げることができる。つまり買い取
り価格を下げても規制をクリアできる
ようになる。
仮にＡ電力がこの証書に補助を出

し、実質ｉ＝２まで上がったとしよう。
Ａ電力はｆを４円引き下げることがで
き、「補助金＋証書の買い手が払った
金額」はすべて買い取り価格の引き下
げを通じてＡ電力に環流する。このタ
イプのグリーン電力証書は電力会社へ
の補助金にすぎない。同様にｈが増加
してもすべてＡ電力に環流することに
なり、これも実質はＡ電力への補助金
である。

先の例でグリーン電力証書に価格が
付くのは買い手がいるからである。環
境意識の高い消費者が直接買うかもし
れない。仮に企業がイメージ改善のた
めに買うとしても、その企業の製品を
買う消費者は間接的にこの証書を買う
ことになる。直接・間接に証書を買う
消費者が、「厳しい規制に苦しむＡ電
力を救う」目的で購入したのなら問題
ない。
しかし、消費者は、自分の行動が太
陽光あるいは再生可能電源の普及に役
立つ、日本における導入量を増やす、
と思って買っているのではないか。だ
とすれば、上記のグリーン電力証書は
消費者を欺く詐欺に近い制度である。

（再生可能電源の買いたたき？）
現実の日本の規制で、上記の例にぴ
たりと当てはまるものは存在しない。
しかし、例えばＲＰＳあるいは自主行
動計画達成のために、あるいは独占企
業の社会的な責任に迫られて、一定の
再生可能電源を入れる必要がある状況
で、上記のようなグリーン電力証書を
導入すれば、長期的には価格メカニズ
ムを通じてＲＰＳ価値ないし電力買い
取り価格の低下を通じて電気事業者の
利益として一部環流する。一方再生可
能電源はＲＰＳの規制に対応するだけ
しか入らない、グリーン証書によって
導入量は増加しない、ということにな

りかねない。
仮に100％クラウドアウトされる上
記の例は極端としても、この効果をグ
リーン電力証書の制度設計者は果たし
てどの程度真剣に検討し、どの程度こ
の可能性を消費者に伝えていたのか。
環境価値の高まりにもかかわわらず、
水力などの再生可能電源の電気が買い
たたかれているとすれば、この懸念が
杞憂であると誰が断言できるだろう
か。
特定の利害関係を持たないＮＰＯや
有識者はともかく、グリーン電力証書
を強力にサポートした事業者は誰で
あったか考えてみれば、問題の本質が
分かるのではないか。
現在の太陽光固定価格買い取り制度
の下では短期的にはこのメカニズムは
働かない。しかし、本来は固定価格買
い取り制度の買い取り価格は太陽光発
電の採算性に応じて決められるはずだ
から、制度が正常に機能して買い取り
価格が将来下げられるあるいは廃止さ
れるなら、長期的には同様の効果が働
く。
筋の悪いごくごく一部のグリーン証
書の価値を過大に宣伝することが、将
来それ以外の大半の良心的で効率的な
証書のイメージまで悪化させることを
懸念している。
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